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はじめに
　強度行動障害の状態にある人々に対する社会福
祉政策としては、1993年強度行動障害特別処遇事
業、1998年強度行動障害特別処遇加算費、2003年
以降は施設入所への強度行動障害者特別支援加
算、在宅支援として支援費制度の居宅介護（行動
援護類型）から現在へ幾度もの変遷を経た。現在
は、強度行動障害の状態にある人（以下、強度行
動障害の状態にある人々、または人々）は、障害
支援区分認定における行動関連項目10点以上の該
当者（以下、本人または該当者）として政策対応さ
れている。現行制度では、障害福祉サービス利用
時の強度行動障害者支援者養成研修修了者が対応
した場合の事業者への報酬加算や固有の障害福祉
サービス事業種別の複数化において実施している
状況にある。
　2014年日本政府（以下、政府）は、障害者権利条
約（以下、条約）に批准し、2022年9月に国連障害
者権利委員会は、「日本政府に対する総括所見」
を発表した。内閣府障害者政策委員会は、2022年
8月障害者権利条約第1回国連障害者権利委員会
の日本政府審査に際し、条約第14条身体の自由
及び安全に関する懸念と求められる対応につい
て、「精神障害者、認知症患者、強度行動障害者
などに対する緊急手段でも最終手段でもない場合
の、非自発的入院及び精神医療や入所施設におけ
る隔離拘束（化学的拘束による身体拘束も含む。）
をなくすための具体的なロードマップの立案と実
行がされていない。」と報告した。内閣府障害者政
策委員会は、強度行動障害の状態にある人々の入
所施設における隔離拘束および薬物により行動を
抑制する化学的な身体拘束について指摘し、その
政策的対応の不在を指摘しているところである1)。
2022年10月からは「強度行動障害を有する者の地

域支援体制に関する検討会」（以下、国検討会）が
厚生労働省において開催され８回の検討会が開催
された。本人にサービスが提供されない、本人に
適切な支援を提供することができない、本人が虐
待・身体拘束を受ける等の問題意識から開始され
た。検討会では、地域における支援体制の在り方、
人材の育成・配置、「行動障害の強い者の評価の
在り方」を中心に報告書がまとめられた2)。
　本稿では、強度行動障害に関する課題のなかで
も、公的な社会福祉供給である障害福祉サービス
供給とその受給の結果、顕在化する事象を確認す
る中で、強度行動障害の状態にある人々の生活
支援に求められる視点について考察する。まず強
度行動障害の概念や実態について確認をおこない、
次に、その社会福祉供給の結果について考察する。
そして、本人の生活における環境を構成する障害
福祉サービス供給という側面から、その課題と強
度行動障害の状態にある人々の生活支援に求めら
れる視点について検討する。

強度行動障害の概念とは
　強度行動障害の状態像は、その概念定義がなさ
れる以前より「頻繁なてんかん様発作又は失禁、
異食、興奮、寡動その他の問題行為を有し、監護
を必要とするもの」（昭和三九年三月一三日児発
第一九七号厚生省児童局長通知「重度知的障害児
収容棟の設備及び運営の基準について」）等として、
施設入所施策の対象者像として顕れていた3）4）。
　1980年代後半の親の訴えや現場を含んだ研究会
の活動により、それまでの知的障害のある人々の
家庭や入所施設での生活において、「自傷、他傷、
異食、不眠等々」の過酷な状況にある人々につい
て実態が顕在化し、「自閉症児問題」とその「原
因や機序」の追究にとどまらない福祉の必要が認
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識された5）。
　そこで行動障害児（者）研究会では、1988年これ
らの状態を強度行動障害とし「直接的他害（噛み
つき、頭つき、など）や、間接的他害（睡眠の乱れ、
同一性の保持例えば場所・プログラム・人へのこ
だわり、多動、うなり、飛び出し、器物損壊など）
や自傷行為などが通常考えられない頻度と形式で
出現し、その養育環境では著しく処遇困難なもの
をいい行動的に定義される群」と定義し6）、「処遇
困難になった状態」であるとした7）。
　強度行動障害については、その概念定義当初よ
り医学的診断にもとづくものではないとしている。
てんかん、ダウン症、トゥレット障害等併せ持つ
場合も報告されているが、行為障害、触法行為、
精神科における急性期の症状に関する概念ではな
く「重度・最重度の知的障害および自閉症」で「コ
ミュニケーションが苦手な人」を中心に考えられ
ている8）9）10）11）。このように提起された強度行動
障害の概念は、その後、その生活上の支援が必要
な状態であると、政府が社会福祉の対象として措
定し政策対応をおこなう行政上の概念となった12）。
　
強度行動障害を捉える視点について
　2014年に批准した障害者権利条約第1条では、

「この条約は、全ての障害者によるあらゆる人権
及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、
保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の
尊厳の尊重を促進することを目的とする。
　障害者には、長期的な身体的、精神的、知的又
は感覚的な機能障害であって、様々な障壁との相
互作用により他の者との平等を基礎として社会に
完全かつ効果的に参加することを妨げ得るものを
有する者を含む。」（下線筆者）とする。小澤（2023）
は、障害者権利条約が「法的な拘束力のある条約
として」の意義を有するとし、障害の定義につい
ては、「機能障害とさまざまな障壁（環境）との相
互作用によって障害が生じるという社会モデルの
側面と市民における平等を基礎とした社会に完全
かつ効果的に参加することから排除された状況を
障害とする人権モデルの側面の２側面が含まれて

いる」としている13）。川島（2023）は、条約は、障
害のある人が、保護の客体から人権の主体へ転換
したこと、障害の医学モデルから社会モデルへの
転換を象徴するものであるとする（特に第１条及
び前文e）。障害のある人を投票権制限や強制入院
の対象とすることを許容せず、「隔離された特別
制度（特別支援学校、福祉的就労、隔離施設、代
行決定など）から一般制度（普通学校、一般就労、
地域生活、自己決定など）への転換を徹底的に求
める」ものであり、「従来の人権モデル（国際人
権法に関する従来の標準的解釈の範型）」より更
に「高い人権水準の条約解釈」が用いられている
としている14）。石川（2008）は、従来の医学モデル
は医学的診断により確定できると考えられてきた
インペアメントを持つ者が障害者であるという考
え方となるが、条約では、障害は社会との関係で
生じる障壁（ディスアビリティ）であり、障害者と
はディスアビリティに直面する人と考える社会モ
デルを採用したとする。障害は環境依存的なもの
であり、人の多様性への配慮が行き届いたところ
には障害者はおらず、だれも容赦しない過酷な環
境には健常者はいないとその可変性を指摘する15）。
条約第17条では、「全ての障害者は、他の者との
平等を基礎として、その心身がそのままの状態で
尊重される権利を有する」としている点も重要で
ある。条約を受けて、障害者基本法に基づく2023
年4月から5か年の第５次障害者基本計画において
も、「条約が採用している、いわゆる『社会モデル』
の考え方に即して改正された基本法（障害者基本
法：筆者）」とし、「障害の『社会モデル』等障害
者の人権の確保の上で基本となる考え方や原則へ
の理解促進に継続して取り組み、多様性と包摂性
のある社会の実現を目指すことが重要である」と
障害の社会モデルと人権モデルについての認識を
示している16）。
　強度行動障害の状態を捉える視点については、
本人の生活困難・家族の生活困難といった双方の
危機を招くことが当初から重視されてきた課題で
あり、本人・家族のニーズを総合的に捉え、人と
環境の両要因とその相互作用を範疇におき、総
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合的な取り組みを要請するものと考えられる17）。
よって強度行動障害の状態は、社会生活における
基本的要求が充足されず生活困難が顕在化した状
態であり、普遍的に一人ひとりが異なり多様な人間
であることを踏まえれば、人間の多様性に応じ、刻々
と変化する可変性、予測困難な不確実性に配慮さ
れた環境・支援を要請するものと考えられる18）。

強度行動障害の状態とは
　1993年当初、強度行動障害判定指針で示された
状態像が下記（表１）「強度行動障害の目安と内容
例」（現在は廃止）となる19）。
　ここでは「１　ひどい自傷：肉が見えたり、頭
部が変形に至るような叩きをしたり、つめをはぐ
など、２　強い他傷：噛みつき、蹴り、なぐり、
髪ひき、頭突きなど、相手が怪我をしかねないよ
うな行動」など、その深刻さが例示された。また、

「別表第２」は、現行の障害支援区分認定の中に
組み込まれている「行動関連項目」の点数表とな

り、障害支援区分要件を満たし、24点中10点以上
に該当する場合、重度訪問介護や行動援護、重度
障害者等包括支援といった障害福祉サービスを利
用可能となる。また、該当者への支援を実施し、
強度行動障害支援者養成研修終了要件等を満たし
た事業者に対して、重度障害者支援加算Ⅱや強度
行動障害者体験利用加算他の報酬加算対象の利用
者を示すものとなっている。なお、児童について
の変遷は別途異なる。
　現在の対象者は認定調査により（表２）において
10点以上の状態にある人が対象となっているが、
10点未満の場合であっても、このような項目にあ
るような状態に至った時、時として失明や生命の
維持が危機にさらされ、不可逆的な結果がもたら
される。そのため、強度行動障害の状態を捉え
る視点やその生命・生活の存続を担う地域生活に
おける福祉ニーズの充足や障害福祉サービス供給
に関わる量と質の担保は、厳しく求められる。高
島（1986）は社会福祉において、対象とするニーズ

（表１）強度行動障害の状態像

（厚生省児童家庭局障害福祉課長通知平成 5 年 4 月 1 日児障 21 号強度行動障害判定指針（表２）現在は廃止
１　ひどい自傷：肉が見えたり、頭部が変形に至るような叩きをしたり、つめをはぐなど
２　強い他傷：噛みつき、蹴り、なぐり、髪ひき、頭突きなど、相手が怪我をしかねないような行動など
３　激しいこだわり：強く指示しても、どうしても服を脱ぐとか、どうしても外出を拒みとおす、何百メートルも離
れた場所に戻り取りにいく、などの行為で止めても止めきれないもの
４　激しいもの壊し：ガラス、家具、ドア、茶碗、椅子、眼鏡などをこわし、その結果危害が本人にもまわりにも大
きいもの、服をなんとしてでも破ってしまうなど
５　睡眠の大きな乱れ：昼夜が逆転してしまっている、ベッドについていられず人や物に危害を加えるなど
６　食事関係の強い障害：テーブルごとひっくり返す、食器ごと投げるとか、椅子に座っていれず、皆と一緒に食事
できない。便や釘・石などを食べ体に異状をきたしたことのある拒食、特定のものしか食べず体に異状をきたした偏
食など
７　排泄関係の強い障害：便を手でこねたり、便を投げたり、便を壁面になすりつける。脅迫的に排尿排便行動を繰
り返すなど
８　著しい多動：身体・生命の危険につながる飛びだしをする。目を離すと一時も座れず走り回る。ベランダの上な
ど高く危険な所に上る
９　著しい騒がしさ：たえられない様な大声をだす。一度泣き始めると大泣きが何時間も続く
10　パニックのもたらす結果が大変なため処遇困難な状態：一度パニックが出ると、体力的にとてもおさめられずつ
きあっていかれない状態を呈する
11　粗暴で相手に恐怖感を与えるため処遇困難な状態：日常生活のちょっとしたことを注意しても、爆発的な行動を
呈し、かかわっている側が恐怖を感じさせられるような状況がある
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は「生存権にかかわる要援護性として社会的に充
足されなければならないもの」としてとらえられ、

「社会福祉は単なるニード充足ではなく、それを
通して生存権を保障するものであるから、公共
性や権利性の視点を不可欠にする」としている20）。
強度行動障害の状態にある人々については、国検
討会が開催された状況からも、また、ここまで確
認した通り、その生活における支援は非常に重要
であることが認識されている。本人や家族にとっ
て、その本来必要とされる現行の障害福祉サービ
スだけに留まらない社会福祉サービスの不供給は、
本人や家族等の危機に直結することとなる。人と
しての尊厳ある生活の確保上、社会福祉・障害福
祉サービス受給に関する権利性は極めて高いとい
える。

強度行動障害の実態
　強度行動障害の状態にある人々の実態について、
勝井（2025）によると、2013年厚生労働省は療育
手帳保持者の１％である推計8,000人が当時の判
定における強度行動障害の状態にあった21）。また、
同省2019年においては、「障害支援区分3以上行動
関連項目10点以上に該当する」強度行動障害の状
態にある人は、推計2.5万人とした22）。同省2022年
においては、 実態は注釈付き提示とし、68,906人

（2021年10月）のサービス利用者のべ数（全国）とし
て重複数の提示であり不明確である（図1）23）。の
べ89,434人（2023年10月 ）（ 図2）24）、 の べ122,525
人（2024年10月）（図3）25）とも提示されている。
また、11自治体について纏められた調査によると

「調査対象は自治体により様々であり、一概に全
国的な強度行動障害者の実情を把握することは難
しい」としている26）。複数の自治体調査があるが、
現行の障害福祉政策に対応する行動関連項目10点
以上の該当者を把握する山口県（2017）では、県下
全ての市町において該当者が存在した27）。

（表２）別表第2　平二六厚生労働省告示143号・全改
行動関連項目 0 点 1 点 2 点

コミュニケー
ション

1．日常生活に支障がない

2．特定の者であればコミュニ
ケーションできる
3．会話以外の方法でコミュニ
ケーションできる

4．独自の方法でコミュニケーションできる
5．コミュニケーションできない

説明の理解 1．理解できる 2．理解できない 3．理解できているか判断できない

大声・奇声を
出す

1．支援が不要 2．希に支援が必要
3．月に 1 回以上の支
援が必要

4．週に 1 回以上の支援が必要 5．ほぼ毎日 ( 週 5 日以上の ) 支援が必要

異食行動 1．支援が不要 2．希に支援が必要
3．月に 1 回以上の支
援が必要

4．週に 1 回以上の支援が必要 5．ほぼ毎日 ( 週 5 日以上の ) 支援が必要

多動・行動停
止

1．支援が不要 2．希に支援が必要
3．月に 1 回以上の支
援が必要

4．週に 1 回以上の支援が必要 5．ほぼ毎日 ( 週 5 日以上の ) 支援が必要

不安定な行動 1．支援が不要 2．希に支援が必要
3．月に 1 回以上の支
援が必要

4．週に 1 回以上の支援が必要 5．ほぼ毎日 ( 週 5 日以上の ) 支援が必要

自らを傷つけ
る行為

1．支援が不要 2．希に支援が必要
3．月に 1 回以上の支
援が必要

4．週に 1 回以上の支援が必要 5．ほぼ毎日 ( 週 5 日以上の ) 支援が必要

他人を傷つけ
る行為

1．支援が不要 2．希に支援が必要
3．月に 1 回以上の支
援が必要

4．週に 1 回以上の支援が必要 5．ほぼ毎日 ( 週 5 日以上の ) 支援が必要

不適切な行為 1．支援が不要 2．希に支援が必要
3．月に 1 回以上の支
援が必要

4．週に 1 回以上の支援が必要 5．ほぼ毎日 ( 週 5 日以上の ) 支援が必要

突発的な行動 1．支援が不要 2．希に支援が必要
3．月に 1 回以上の支
援が必要

4．週に 1 回以上の支援が必要 5．ほぼ毎日 ( 週 5 日以上の ) 支援が必要

過食・反すう
等

1．支援が不要 2．希に支援が必要
3．月に 1 回以上の支
援が必要

4．週に 1 回以上の支援が必要 5．ほぼ毎日 ( 週 5 日以上の ) 支援が必要

てんかん 1．年に 1 回以上 2．月に 1 回以上 3．週に 1 回以上
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　2022年都道府県・指定都市に対して実施した調
査（回収率61％）においては、回答より、13,984名
が行動関連項目10点以上該当者であった。回答自
治体総人口15,771,626名から試算すると0.0886%を
占めた。そのうち重度障害者等包括支援を除く全
ての障害福祉サービスで、該当者が利用していた。
行動関連項目10点以上となる出現割合から、人
口10万人当たり約88.7名（143.6名～12.3名）を示し、
推計約11万人が強度行動障害の状態にある可能性
が示唆された（勝井2023、勝井2025）28）29）。自治
体間の差異も見られ本調査の限界が存在するが、
多様な支援を必要とする人々の実数は、それまで

の推計値（68,906人）より大幅に上回っており、障
害福祉サービスの漏給可能性が高く、今後、全国
的な実態調査が求められるとされた。
　第7期障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画に
係る基本指針においては、強度行動障害の状態に
ある人々のニーズ把握の項目が新設されたところ
である30）。一人ひとりの個別性が高く、本人は自
らの困難な状況について支援を訴えるコミュニ
ケーションに制限を受けている状態であり、その
困難の重篤さを踏まえるならば、十分なニーズ把
握と障害福祉サービスの供給が求められている。　

図１.第１回強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会　参考資料3現行制度の概要
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供給の齟齬
　次に、社会福祉供給の結果としての権利侵害の
発生については、障害のある人々への権利侵害の
中でも、障害福祉サービスを利用する強度行動障
害の状態にある人々への虐待の深刻さが明らか
となってきている。社会的に大きく報道された
事件では、2004年の福岡県の虐待事件31）、2009年
大阪府の死亡事件32）、2013年千葉県の死亡事件33）、
2016年津久井やまゆり園事件34）、2023年中井やま
ゆり園虐待認定35）と、いずれも強度行動障害の状
態にある人々が「支援」を受けていた場において
死亡、苛烈な虐待や暴力、制圧、長時間・長期間
の身体拘束を受けていた。厚生労働省の障害者虐
待報告書（以下、国虐待報告書）のうち障害者福祉
施設従事者等における障害者虐待を受けた人の行
動障害の有無については、「強い行動障害がある」

「認定調査を受けていないが、強い行動障害があ

る」「行動障害がある」とされた人々は、2014年
度から2024年度の10年間で135人から767人へと増
加する36）37）。　
　かねてより大塚（2011）の「施錠など管理的な面
が強調された施設も存在していた」38）という指摘
は、現在においても連綿と続いている。これらの
虐待や虐待につながる身体拘束は氷山の一角であ
り、その潜在化する「虐待・身体拘束をもやむな
し」とする障害のある人への人間観が社会福祉供
給システムに組み込まれていることが、津久井や
まゆり園、中井やまゆり園に関する一連の神奈川
県外部委員調査39）40）、報道（2022）41）、国虐待報告
書等において示されているといえる。知的障害が
あり、障害が重く、行動障害の状態にある人の易
被虐待性について指摘されている42）。宗澤（2016）
は、虐待や不適切な関与の特徴の一つは、障害の
ある人へのコミュニケーション支援・意思決定支

図2.令和６年度強度行動障害支援者養成研修指導者研修資料　和歌山県
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図3.令和７年度 強度行動障害支援者養成基礎研修資料　和歌山県

援をないがしろにすることによって虐待重症化が
生じるという43）。強度行動障害の状態にある人々
についてもコミュニケーション支援・意思決定支
援が重視されるということである。
　本人の人生において、生活を継続するためには
多くの人が利用せざるを得ないのが障害福祉サー
ビスとなる。障害福祉サービス供給の場において、
サービス利用者の権利擁護が求められるが、国虐
待報告書に見た通りとりわけ容易に権利侵害が可
能となりうる状態におかれているのが強度行動障
害の状態にある人々となる。不十分な職員の人員
配置基準という構造上の問題に関する指摘を解
決することなく44）45）、施設・事業所内部にて「外
部に公表しない身体拘束」や鍵の使用（個室施錠、
居住棟施錠）により、利用者の自由を容易に制限
することを可能にしている在り方が問われる。こ
れらの意味するところは、社会福祉供給主体者と

利用者の間で生起している困難を、社会福祉供給
の修正をすることなく利用者に侵襲的介入の最た
る身体拘束を実施して解決とみなしていることに
なる。生起している困難を利用者に帰責する状態
となり、社会福祉供給の在り方が権利侵害を維持・
継続していることとなる。
　志賀は貧困研究において「『人間』として生き
ていくというのは、動物的生存を維持すればそれ
で良いということではない」46）というが、強度行
動障害の状態にある人においても「『人間』とし
て生きていく」ことを、中心に据え、いかに実現
するのかが求められる。「『人間』として生きてい
く」ことを実現することが難しい職員体制である
ことが訴えられているが、公的な再分配としての
生活支援（社会福祉供給、障害福祉サービス）やそ
の質として尊厳のある生活支援を保障する在り方
が重要となる。
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　障害福祉サービスにおける重度訪問介護や行動
援護（ほか居宅介護・同行援護等）では、本人に対
し1名介護職員または2名介護職員となっていると
ころである。入所や通所サービスにおいては、集
団管理対応にすることで個別対応分のコストを削
減するスケールメリットを社会福祉供給主体者は
受けている。しかし、強度行動障害の状態にある
人々が「集団生活を好む」と論じた研究は、私見
の限り近年では皆無である47）。
　これまで多くの個別の支援の必要性が述べられ
てきているが、今も「集団生活に適応が難しい利
用者」と、その存在が語られ48）、一人の利用者の
行動がユニット全体の利用者の落ち着きをなくし、
職員の手が回らなくなることを危惧して施錠管理
という身体拘束が日常的におこなわれる49）。津久
井やまゆり園・中井やまゆり園・袖ヶ浦養育園で
の事件の検証をおこなった佐藤（2023）は、「集団
生活が苦手な人に施設生活を強いる」と現状を指
摘する50）。他方、個別の生活支援を主とした重度
訪問介護を利用する中では、複数の強度行動障害
の状態にある人が、その方にあったリラックスし
た環境の中で個別の丁寧なケアにより解決に至っ
たという51）。細渕（2005）は当初より、「十分にゆ
とりある人的・物的環境の整備」を求めている52）。
　よって現在、強度行動障害の状態にある人々の
多くは、個別のコミュニケーション支援、意思決
定支援を十分得られず、そのコミュニケーション
の困難を理由に異議申し立てする手段を得られぬ
まま、石川（2008）の言う「過酷な環境」に置かれ
ていると考えられる。環境としての「集団管理的
な抑圧構造」（深田2016）53）が繰り返しもたらす
強度行動障害の状態にある人の生活の困難さにつ
いて、「他の者との平等」にもとづき多くの人々
が得ている「集団管理的な抑圧構造」を持たない
環境が必要であり、人的物的な個別の支援が十分
得られる環境が社会福祉供給（障害福祉サービス
供給）において求められていると考えられる。
　更に、障害福祉サービス供給に関しては、そ
のサービスニーズを認定されているにも関わら
ず、サービスを受けることができない状況に置か

れている人々の存在が問題となっている。「基幹
相談支援センターなどを通じて探した入所施設に
も断られ、GH（グループホーム：筆者注）もなし」
54）という状況に、強度行動障害の状態にある人と
その家族は、障害福祉サービス受給に関して無権
利状態に至ることが示唆される。自治体に対する
調査（回収率42.4%）では、「障害福祉サービスに繋
がっていない強度行動障害児者の人数は128人」

「サービスを利用したいが利用できない618ケース、
過去にサービスを利用していたが利用できなく
なった80ケース他」となっている55）。
　重度訪問介護の利用は全国で1,413人に留まる

（図３）。強度行動障害の状態にある人々にとって
重度訪問介護や行動援護、居宅介護の利用は、障
害者総合支援法のメニューにはあっても①地域に
そもそも無いのか、②存在しても職員がいないの
か、③存在しても対応できないのか、④対応しな
いのか、利用に至るまで多くの壁が利用者に立ち
はだかる。社会福祉政策実施主体が負うべき社会
福祉供給問題の解決を、本人・家族に帰責されて
いることとなる。このような状態は、「権利の非
実現」として「権利は侵害されていないが実現さ
れない」と秋元（2010）はいう56）。また、永岡（2014）
はこれまでを「公的責任に基づく平等な生活保障
とサービス利用という生存権保障の発展の道筋と
は異なるものになってきた」とする。社会福祉に
は生存権を守る生活支援サービスを供給する社会
的責任があり、そのための法的規範や行政責任が
あるとされる57）。

供給の応答性・確実性　
　ここまで、現在の障害福祉サービス供給の結果
についてみてきた。強度行動障害の状態にある
人々は、これまで見てきた通り重層的に困難な状
況にあるといえる。例えば居所の選択であっても、
そのコミュニケーションの困難さや困難を訴える
振舞いを根拠として本人に帰責され、本人の意向
や経験の多くは留意されない。成人期の居所の多
くは、施設入所やグループホームが中心となって
しまい、住み慣れたコミュニティから離れる際の
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重い知的障害のある本人の心情、家族の心情を「他
の者」としての人々はどれくらい理解しようとし、
思いを実現しようとしてきたのだろうか。西村

（2022）は、施設入所を希望する親と障害のある本
人の意向の対立があることについて明確にする58）。
また、平野（2019）は、入所施設での生活で「外出
支援がない状態」の本人を、家族として外出に連
れ出し施設に戻ろうとしたところ「戻るのをいや
がり大パニックとなって、もう戻すのは無理と判
断、そのまま家に連れ帰りました」59）と述べ、本
人の状態から、その意思を「いやがっている」と
捉え、本人の意向にそったことを述べている。
　必要/ニーズを充足するためのサービスを得た
としても、本人の望む生活と程遠いサービス供給
は、必要/ニーズを充足させることができたとは
言えない。秋元（2010）は「最低生活のための需要
が充足されたとしても、それが一つの生き方を強
制されることでしかなしえないのであれば（中略）
福祉が欠如した状態」と指摘する60）。
　強度行動障害の状態にある人は、その意思の実
現にむけて応答性を担保する、丁寧なコミュニ
ケーション支援・意思決定支援が必要とされると
ころである。「他の者との平等」の実現のためよ
り多くの支援、多くの時間や空間等を投入された
再分配としての個別の生活支援が求められるとい
える。
　そして、本人のニーズを中心に家族も含め社会
福祉サービスの利用を確実に速やかに実現するこ
とが求められている。社会福祉サービス利用の権
利を確実に速やかに実現されないことによる必要

（福祉ニーズ）不充足の帰結については、中井やま
ゆり園元利用者の死亡事案に係る検証チーム報告
書（2025）や家族の監禁により事件化した検証報告
書（2018）など不可逆的な結果をもたらす事件が繰
り返されている61）62）。
　裁判ではともに地域社会の支援体制の不備が指
摘されているところである63）64）。家族が犯罪行為
者として有罪となり、行為者としての家族に有責
性が帰責されるに留まり、当該自治体にその有責
性を制度上問われることはなかった。この経過

は、家族の個人的要因のみで、これらの困難がう
みだされた訳ではないことを示し、行為者は家族
であったが、当該行為をせざるを得ない状況を構
築した地域社会の存在が指摘されている。本人の
ニーズを中心とする社会福祉供給システムになっ
ていないことが背景にあり、その社会福祉供給の
責任と実施を曖昧にさせる障害福祉サービス供給
システムの構造的に内包された課題となる。
　秋元は、人間は多面的であり「人々の現実の行
為動機を理解することの困難さを受けいれて、そ
の動機についてどのような想定がなされようとも、
それに対応できる強靭な制度や方策を追求すると
いうアプローチ」を求めている65）。これを踏まえ
ると一人ひとりが多様であり、サービスニーズに
収まりきらない経時的にも揺れ動くニーズに対す
る充足が求められることとなる。社会福祉供給主
体は、本人、家族の可変的なニーズ（必要）に応答
し、本人、家族とともに必要の充足に向けて確実
に速やかに社会福祉供給を実施する体制の整備が
求められる。その多様に変化する状態像に、可変
的で多様なニーズを充足できる社会福祉政策が求
められているといえる。

おわりに
　本稿では、強度行動障害に関する課題のなかで
も、公的な社会福祉供給である障害福祉サービス
供給とその受給の結果、顕在化する事象を確認し
た。強度行動障害の状態にある人に対して障害
福祉サービス供給による障害者虐待は増加してい
た。また、身体拘束を管理のツールとしない集団
管理的な抑圧構造を持たない尊厳ある生活支援が
求められていた。公的な障害福祉サービス供給の
包含する利用までの壁、本人の望む生活と乖離す
るサービス供給による必要（ニーズ）の不充足、必
要の不充足による不可逆的な結果がもたらされて
いた。
　本人の生活が「他の者との平等」となり得る環
境を構成する社会福祉供給システムは、その社会
福祉供給責任の明確化が求められ、併せて社会福
祉供給実施の確実化が不可欠であった。その可変
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的な必要（ニーズ）の充足のためにも、本人、家族、
社会福祉供給主体との応答性を高めた上での確実
な社会福祉サービス供給ができる社会福祉政策が
求められる。
　本稿では、強度行動障害の状態にある人の生活
支援に関わる課題の一部について検討した。今後
は、必要な支援が必要な人々に充足されることに
より「強度行動障害」という言葉の使用の終焉が
求められる。如何にその生活の場で、その地域で
本人・家族を支え続けることができるのか、本人
の地域生活の存続を前提に考えることが基盤とな
るといえる。
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要旨　　強度行動障害に関する社会福祉供給の結
果に関する一考察
　本研究では、強度行動障害のある人に対する公
的な社会福祉供給である障害福祉サービス供給と
その結果を考察した。強度行動障害の状態にある
人に対して社会福祉供給による障害者虐待は増加
していた。また、身体拘束を管理のツールとしな
い尊厳ある生活支援が求められていた。公的な障
害福祉サービス供給がもつ利用までの壁、本人の
望む生活と乖離するサービス供給によるニーズの
不充足、ニーズの不充足による不可逆的な結果が
もたらされていた。社会福祉供給システムは、そ
の社会福祉供給責任の明確化が求められ、併せて
社会福祉供給実施の確実化が不可欠であった。本
人、家族、社会福祉供給主体との応答性を高めた
上での確実な社会福祉サービス供給ができる社会
福祉政策が求められた。
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Provision of Social Welfare for Individuals with
Severe Behavioral Disorders: An Inquiry into Outcomes

KATSUI  Yoko

This study examined the provision of public social welfare—specifically, disability welfare services—
for individuals with severe behavioral disorders and the outcomes of such welfare provision.
This study identified an increase in the abuse of persons with disabilities—specifically those with 
severe behavioral disorders—in the context of welfare service provision. There is also a growing 
need for dignified support in which physical restraints are not used as a tool for management. 
Among individuals with severe behavioral disorders, needs have remained unmet because prior 
barriers embedded in public disability welfare provision have resulted in service delivery that 
diverges from the standard that allows the individual to lead the life they wish. These unmet needs, 
in turn, give rise to irreversible outcomes.
The social welfare provision system must clearly define the responsibility for welfare provision and 
ensure its reliable implementation. Social welfare policies are required that ensure reliable service 
provision while enhancing responsiveness to the needs of the individual, their family members, and 
the entities responsible for social welfare provision.


